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町
の
財
政
が
健
全
で
あ
る
か
ど
う
か
を

表
す
主
な
指
標
に
実
質
赤
字
比
率
、
連
結

実
質
赤
字
比
率
、
実
質
公
債
費
比
率
、
将

来
負
担
比
率
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
４
つ
の
指
標
か
ら
、
豊
頃
町
の

財
政
状
況
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

実
質
赤
字
比
率

　

毎
年
４
月
に
始
ま
り
翌
年
３
月
に
終
わ

る
町
の
一
会
計
年
度
に
お
け
る
歳
出
は
、

歳
入
の
範
囲
内
で
行
う
こ
と
が
原
則
で
あ

り
、
歳
入
が
歳
出
よ
り
不
足
す
る
事
態
、

い
わ
ゆ
る
赤

字
を
生
じ
る

こ
と
は
望
ま

し
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　

万
が
一
、

当
該
年
度
で

赤
字
が
解
消

で
き
な
い
場
合
に
は
、
翌
年
度
歳
入
の
繰

上
充
用
な
ど
の
措
置
を
と
る
こ
と
と
な
り

ま
す
が
、
翌
年
度
に
お
い
て
そ
の
赤
字
額

の
歳
入
確
保
ま
た
は
歳
出
の
削
減
が
で
き

な
け
れ
ば
さ
ら
に
累
積
し
て
い
く
こ
と
と

な
り
ま
す
。

問合せ先 役場総務課財政係　☎（574）2211

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成 23 年度決算

による「健全化判断比率」「資金不足比率」についてお知らせします。

　

実
質
赤
字
比
率
は
、一
般
会
計
等
の「
実

質
赤
字
額
」
を
町
の
標
準
的
な
状
態
で
の

一
般
財
源
（
町
税
、
普
通
地
方
交
付
税
な

ど
）
の
規
模
を
表
す
「
標
準
財
政
規
模
」

で
除
し
た
比
率
で
あ
り
、
赤
字
の
深
刻
度

を
把
握
す
る
た
め
の
比
率
で
す
。

　

こ
の
比
率
が
高
い
ほ
ど
赤
字
の
解
消
が

難
し
く
な
り
ま
す
が
、
本
町
の
平
成
23
年

度
決
算
で
は
、
実
質
赤
字
は
生
じ
て
お
り

ま
せ
ん
。

連
結
実
質
赤
字
比
率

　

そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
は
普
通
会
計
の
他

に
、
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
簡
易

水
道
、下
水
道
な
ど
の
特
別
会
計
が
あ
り
、

そ
の
全
て
の
会
計
収
支
の
合
計
が
赤
字
で

あ
っ
た
場
合
、
ど
の
程
度
の
赤
字
で
あ
っ

た
の
か
を
表
し
た
も
の
で
す
。

　

連
結
実
質
赤
字
比
率
は
、
実
質
赤
字
比

率
が
一
般
会
計
等
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

特
別
会
計
を
含
め

て
算
定
し
ま
す
。

　

実
質
赤
字
比
率

同
様
、
こ
の
比
率

が
高
い
ほ
ど
、
総

収
入
に
対
し
て
の

赤
字
の
解
消
が
難

し
く
な
り
ま
す
が
、
本
町
の
平
成
23
年
度

決
算
で
は
連
結
実
質
赤
字
は
生
じ
て
お
り

ま
せ
ん
。

実
質
公
債
費
比
率

　

町
の
単
年
度
の
収
入
規
模
に
占
め
る
借

金
返
済
額
の
割
合
で
、
過
去
３
年
間
の
平

均
で
算
出
し
ま
す
。
本
町
は
、
右
頁
の
表

に
あ
る
と
お
り
「
12
・
３
％
」
と
前
年
度

か
ら
比
べ
る
と
１
・
４
ポ
イ
ン
ト
減
少
し

て
お
り
、
今
後

も
比
率
が
上
昇

し
な
い
よ
う
に

努
力
し
て
い
き

ま
す
。

　

こ
の
比
率
が

18
％
を
超
え
る
と
起
債
（
借
金
）
す
る
際

に
北
海
道
の
許
可
が
必
要
と
な
る
「
許
可

団
体
」
に
、
25
％
を
超
え
る
と
、
財
政
健

全
化
の
計
画
策
定
が
義
務
づ
け
ら
れ
る

「
早
期
健
全
化
団
体
」
と
な
り
ま
す
。

将
来
負
担
比
率

　

一
般
会
計
の
借
金
か
ら
基
金
（
貯
金
）

や
普
通
交
付
税
な
ど
の
借
金
に
充
て
る
こ

と
の
で
き
る
収

入
を
差
し
引
い

た
額
が
、
そ
の

会
計
の
標
準
財

政
規
模
の
何
年

分
で
あ
る
か
を

表
し
て
い
ま
す
。

　

１
０
０
％
が
１
年
分
に
相
当
し
、
標
準

財
政
規
模
の
３
年
半
分
以
上
の
借
金
が
あ

る
と
黄
信
号
と
な
り
、
前
述
し
た
「
早
期

健
全
化
団
体
」
と
な
り
ま
す
。

　

本
町
の
平
成
23
年
度
決
算
で
は
、
借
金

よ
り
そ
れ
に
充
て
ら
れ
る
収
入
が
多
い
こ

と
か
ら
、
将
来
負
担
比
率
は
生
じ
て
お
り

ま
せ
ん
。

健
全
化
判
断
比
率

 

健
全
な
財
政
状
況
を
維
持

財政状況の公表
豊頃町は大丈

夫！？

特集「財政状況の公表」 特集「財政状況の公表」

全
て
の
会
計
に
お
い
て
健
全
な
経
営
状
況

　

　地方公共団体の財政危機の早期発見と健全化を促すことを目的に「地方公共団体の財政の
健全化に関する法律」が平成 21年４月に全面施行されました。
　これを受け、平成 19年度から毎年決算時に地方公共団体における財政の健全性を判断す
るための４つの指標（健全化判断比率）と公営企業会計ごとの経営状況を明らかにする指標
（資金不足比率）を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表することが義務付け
られました。
　これらの指標が基準を上回った場合は、「財政健全化計画」の策定や、外部監査の義務付け、
地方債発行の制限を受けるなどの制限を受け、国や北海道の指導のもとに財政再生に取り組
まなければならないとされています。

資
金
不
足
比
率

　

実
質
赤
字
比
率
を
公
営
企
業
会
計
に
当

て
は
め
た
数
値
で
す
。
本
町
は
簡
易
水
道

と
公
共
下
水
道
の
特
別
会
計
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
に
係
る
資
金
不
足
額
（
赤
字
額
）

を
事
業
規
模
に
対
す
る
比
率
で
表
し
て
い

ま
す
。

　

本
町
の
平
成
23
年
度
決
算
に
基
づ
く

資
金
不
足
比
率
は
、
す
べ
て
の
会
計
で
経

営
健
全
化
基
準
を
下
回
り
、
経
営
状
況
は

健
全
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

健全化判断比率 （単位：％）

区　　分
豊頃町 判断基準

平成22年 平成23年 黄信号
〔早期健全化基準〕

赤信号
〔財政再生基準〕

実質赤字比率※
ー

（１．５０％の黒字）

ー

（１．９６％の黒字）
１５．０ ２０．０

連結実質赤字比率※
ー

（３．４７％の黒字）

ー

（３．０１％の黒字）
２０．０ ３０．０

実質公債費比率 １３．７ １２．３ ２５．０ ３５．０

将来負担比率※
ー

（１９．２８％の黒字）

ー

（２９．００％の黒字）
３５０．０

※実質赤字比率および連結実質赤字比率については赤字額が生じなかったため「－」とし、将来負担比率についても借金よりそ
れに充てられる収入が多く将来負担が生じないため「－」で表示しています。（　）内は参考数値として表示しています。

資金不足比率 （単位：％）

区　　分

豊頃町

経営健全化基準

平成22年 平成23年

簡易水道特別会計※
ー

（２．２８％の黒字）

ー

（３．６９％の黒字）

２０．０
公共下水道特別会計※

ー

（２．５７％の黒字）

ー

（５．６６％の黒字）

※両会計とも資金不足額がないため「－」で表示しています。（　）内は参考数値として表示しています。

▽
特
集
「
財
政
状
況
の
公
表
」
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協
だ
よ
り
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場
だ
よ
り
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特
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「
財
政
状
況
の
公
表
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社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り


